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○道路上に電柱や郵便ポストを設置するなど、道路に一定の物件や施設などを設置し、継続して道路を使用することを
「道路の占用」という

※地上に物件を設置することのほか、地下に水道・下水道・ガスなどの管路を埋設することや沿道の建物から看板
や日除け等を道路の上空に突き出して設置することも含まれる

道路の占用

道 路 占 用

○道路を占用しようとする場合には、道路を管理している「道路管理者」の許可が必要（道路法第32条）

※一般交通の用に供するための道路について、特別に一般交通の用以外の用に供し、その継続的な使用を認めることになることから、
道路管理者の許可が必要

※許可を得るためには、占用しようとする物件を道路の敷地外に設置する余地がないことや、道路の構造・交通に著しい支障を与え
ないものであること等の基準に適合する必要（政令で占用物件ごとに詳細な基準を設定）

※水道、下水、鉄道、ガス、電気、通信等、公共的役割の強い物件については、道路法等で定める基準に適合する限り占用を許可
しなければならない（いわゆる義務占用）が、その他の物件については、許可基準に適合する場合であっても占用を認めるか否か
は道路管理者の自由裁量に委ねられる

※道路占用の許可を受けた者は、占用料の支払いが必要（国、地方公共団体を除く）（道路法第39条）
また、占用物件を適切に維持管理する義務を負い（道路法第39条の８）、この義務に違反していると認められる場合には、道路管
理者は是正のため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる（道路法第39条の９）

道路占用許可
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埼玉県八潮市での下水道管路の破損に起因した陥没事故

2

発生日時：令和7年1月28日（火）午前9時49分頃
発生場所：八潮市中央一丁目地内 県道松戸草加線（中央一丁目交差点内）
陥没規模：幅約30メートル、深さ約10メートル
事故原因：下水道の硫化水素によって腐食した下水道管
下水道管：内径4.75m、昭和58年整備（経過年数42年）

※埼玉県「八潮市で発生した道路陥没事故に関する原因究明委員会」第3回資料に加筆
※陥没箇所は最初に生じた陥没の範囲を記載

※埼玉県「流域下水道管の破損に起因する道路陥没事故に関する復旧工法
検討委員会」第1回資料より

■陥没箇所の地下埋設物の状況（平面図） ■陥没箇所の地下埋設物の状況（断面図）

令和7年1月28日、下水道管路の破損に起因する道路陥没
に走行中の運転手が巻き込まれ死亡する事故が発生し、一時、
120万人の住民に下水道使用自粛を要請。復旧には数年を
要すとされ、周辺の道路では現在も通行規制が行われている。

緊急輸送道路



道路陥没の発生状況（全道路）

陥没の要因は様々あるが、水が流れる施設（道路排水施設、下水道、水道）の件数が多く、その中でも、
道路排水施設の割合が高い。

道路陥没発生件数の内訳（令和２～６年度の５か年累計）

道路施設が要因の陥没 道路占用物件が要因の陥没

道路局調べ
（ポットホールは含まない）

※政令市、特別区含む
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道路陥没の発生状況（都市部）

全道路と比較し、都市部では占用物件の割合が大きく、特に下水道の割合が大きい。

道路施設が要因の陥没 道路占用物件が要因の陥没

道路陥没発生件数の内訳（令和２～６年度の５か年累計） 道路局調べ
（ポットホールは含まない）

※政令市、特別区含む
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概要

事故の経緯

原因

下水道管路（Φ１３５０㎜ＨＰ）の老朽化及び硫化水素による腐食破損からの土砂の吸い出しが発生したものと推定。

地図出典：国土地理院

○新潟市管理の下水道管の破損により陥没が発生し、市道河渡松崎線が約２０時間全面通行止め。
○原因は、下水道の硫化水素によって腐食した下水道管の破損による土砂の吸い出しと推定。

発生日時：令和８年１月９日（金）１１時００分頃
発生場所：市道河渡松崎線

新潟市東区太平４丁目
発生事象：新潟市管理の下水道管の破損箇所からの吸い出しに

よる道路陥没

１月９日（金）
・１１時００分：警察からの連絡を受信 → 道路通行止め
・１３時３０分：下水道管路の土砂堆積を確認
・１６時００分：掘削作業開始
・１７時５０分：下水道管路の損傷箇所を確認
・１９時００分：下水道使用の自粛要請
・２１時００分：掘削作業完了 → 仮設管設置作業開始

１月１０日（土）
・ ３時００分：仮設管設置完了 → 埋戻し作業開始
・ ６時００分：埋戻し作業完了 → 舗装復旧作業開始
・ ６時３０分：下水道使用の自粛要請解除
・ ７時００分：舗装復旧完了、通行止め解除

下水道管の応急措置状況 応急措置完了道路陥没発生 下水道管の損傷状況

【下水道】市道河渡松崎線下水道管破損による陥没事例【新潟県新潟市】
こうどまつざき にいがた

陥没箇所

位置図
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※道路通行止め
※約７千世帯に下水道使用自粛を要請

第１回道路地下空間利用のあり
方等検討委員会資料より抜粋



位置図
国道1号の交通状況等

■ 交通量（R3交通センサス）
24時間交通量 51,099台
昼間12時間交通量 37,028台

■ 当日の渋滞状況（最大延長）

下り線（大阪方面・西行き）約2.0km
発生時刻 8時30分頃

発生日時：令和 7年 4月30日（水） 3時30分頃（推定）

発生場所：国道1号 496.8kp（下り線）
京都市下京区塩竈町（五条高倉交差点）付近

発生事象：京都市上下水道局管理の水道管破損による漏水・陥没

概要

事故の経緯

原因

4月30日（水） 3時50分 警察から道路管理者へ漏水・道路の隆起について通報
3時51分 交通規制（下り線2車線規制）開始
4時20分 下り線全線通行止め
4時37分 上り線対面通行（東行き3車線、西行き1車線）開始
6時50分 京都市上下水道局が復旧作業着手

13時00分 止水完了、上り線側から路面下空洞調査開始
16時00分 京都市上下水道局による記者会見
21時45分 路面仮復旧完了
23時35分 路面下空洞調査結果報告（異常なしを確認）
23時50分 交通規制解除

漏水の状況 破損した水道管 水道管復旧の状況交通規制の状況

五条高倉
交差点

漏水箇所
（国道1号 下り線）

1

地図出典：国土地理院

○京都市管理の水道管の破損によ漏水・陥没が発生し、国道１号が約２０時間の車線規制。
○原因は、敷設後６６年経過した老朽化による水道管の破損と推定。

※ 給水停止なし、
周辺への土砂・漏水流出被害あり

写真

水道管（φ300）（鋳鉄管）の老朽化により破損したものと推定。（1959年に敷設（66年経過））

【上水道】国道１号水道管破損による陥没事例（京都府京都市）
きょうと

京都市
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H=1600

地下埋設管(NTT)

ボックスカルバート

用水路
(インバート無し)

用水路
(インバート無し) H=1450

○豊田市管理の用水路と通信事業者管理の通信管が交差する箇所において陥没が発生し、国道１５５号が約７時間片側交互通行。
○原因は、用水路を貫通する通信管の周辺からの土砂の吸い出しと推定。

概要
発生日時：令和 7年 5月28日（水） 13時45分頃（推定）

発生場所：国道155号 21.86kp（上り線）
豊田市保見町井ノ口地内

発生事象：用水路と通信管の交差箇所における吸い出しによる陥没

原因
昭和44年頃に設置した用水路底下の通信管と用水路側壁の交差箇所において、用水路底の洗掘時に側壁下端部から土砂の吸い出しが発生したものと推定。

至瀬戸市

至豊田市

AーA’断面

地下埋設管
（NTT）

陥没箇
所

車道
路
肩

【通信】国道１５５号通信管埋設箇所の陥没事例（愛知県豊田市）

通信管

通信管

水路底が洗
掘により浸
食され、通
信管が露出

通信管

用水路内空

B’

BーB’断面

とよた

令和 7年 5月28日（水） 13時45分頃 陥没発見
14時10分 路肩規制開始
16時20分 埋戻完了、路肩規制継続

令和 7年 5月29日（木） 9時00分 車線（片交）規制開始
9時30分 原因調査開始

16時00分 復旧完了
16時15分 規制解除

事案の経緯

写真

陥没状況

開削時の状況 復旧後の状況交差状況

位置図

豊田市

国道155号の交通状況等

■ 交通量（R3交通センサス）
24時間交通量 11,224台
昼間12時間交通量 7,960台

陥没箇所
（国道155号 上り線）

地図出典：国土地理院

至瀬戸市

側壁下端

A’
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地下施設の老朽化

■下水道管路の管理延長の推移

直轄国道の共同溝の経過年数別延長（全体延長：約４８０ｋｍ）

１０年
以内

２０年
以内

３０年
以内

４０年
以内

５０年
以内

５０年
以上

約２４km約１６１km約１２５km約６３ｋｍ約６９km約４１km

■共同溝の経過年数別延長

■道路排水施設の損傷

上床版のCoの劣化・剥落 電気設備の劣化

集水桝の底板抜け落ち
老朽化した横断排水路（コルゲート管）

道路下に埋設されている道路施設や上下水道管路などは高度経済成長期に整備されたものが多い。
上水道では本年4月に国道1号（京都市）で発生した水道管の漏水事故を受け、緊急輸送道路に埋設されている
鋳鉄管を令和12年度までに更新する計画。（緊急輸送道路以外は令和17年度まで）
今後、老朽化した地下施設の更新工事が行われることで、路上工事の増加による交通への影響が懸念。

※下水道等に起因する大規模な道路陥没事故を踏まえた
対策検討委員会 第1回資料より

■水道管路の管理延長の推移

※下水道等に起因する大規模な道路陥没事故を踏まえた
対策検討委員会 第4回資料より 8



下水道等に起因する大規模な道路陥没事故を踏まえた対策検討委員会

■主な検討項目
１)重点的に点検を行う対象や頻度、技術など点検のあり方
２)道路管理者をはじめとする他の管理者とのリスク情報の共有等のあり方
３)事故発生時の対応
４)今後の施設の維持更新や再構築とそれらを支える制度のあり方

オブザーバー
総務省、農林水産省、経済産業省

事務局
国土交通省大臣官房上下水道審議官グループ、大臣官房技術調査課、総合政策局、道路局

役職氏名

政策研究大学院大学 特別教授家田 仁委員長

日本大学 生産工学部 土木工学科 教授秋葉 正一委員

甲南大学経済学部 教授足立 泰美委員

東京都立大学 都市環境学部 都市基盤環境学科 教授砂金 伸治委員

公益社団法人 日本下水道協会 理事長岡久 宏史委員

埼玉県 下水道事業管理者北田 健夫委員

東京大学 生産技術研究所 教授桑野 玲子委員

東京都 下水道局長佐々木 健委員

国土技術政策総合研究所 上下水道研究部長三宮 武委員

公益社団法人 日本下水道管路管理業協会 会長長谷川 健司委員

国立研究開発法人土木研究所 地質・地盤研究グループ長宮武 裕昭委員

日本大学 生産工学部 教授森田 弘昭委員

下水道等に起因する大規模な道路陥没事故を
踏まえた対策検討委員会

【第三次提言】
⇒信頼されるインフラのためのマネジメントの戦略的転換
Ⅰ：２つの『見える化』と２つの『メリハリ』による下水道

管路マネジメントの転換
Ⅱ：新たなインフラマネジメントに向けた５つの道すじ

■12月1日

【第二次提言】
⇒国民とともに守る基礎インフラ上下水道のあり方
※地下空間のマネジメントとして、「道路管理者と道路
占用者の連帯による地下空間情報のデジタル化・統
合化」が盛り込まれる。

■5月28日

【第一次提言】
⇒下水道管路の全国特別重点調査の実施

■3月17日

＜委員会の経緯＞

第１回委員会開催
■2月21日
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第二次提言概要（関連部分抜粋）

下水道等に起因する大規模な道路陥没事故を踏まえた対策検討委員会（第２次提言）
国民とともに守る基礎インフラ上下水道のあり方～安全性確保を最優先する管路マネジメントの実現に向けて～

（抜粋）

３．上下水道管路と地下空間のマネジメントのあり方
（３）道路管理者と道路占用者の連帯による地下空間情報のデジタル化・統合化
【現状と課題】
○ 道路メンテナンス会議の下部組織として、地下占用物連絡会議が新たに設置され、道路管理者と地下占用事業
者が持つ点検結果などの情報を共有化する取組が始められたが、紙ベースで情報を管理している事業者も存在する
など効率的な共有が課題である。

○ 国管理道路では、地下占用物の管理状況を報告する義務を占用許可条件として規定しているが、同様の取組を
行っている自治体は一部にとどまっている。また、管理状況の報告についても安全性を確認したことを証する書面のみ
の提出となっている。

【今後の対策のあり方】
○ 道路管理者と道路占用者の連帯により、道路下に埋設されている下水道、水道、電気、ガス等の占用物の設置状
況（位置、構造、材質など）、敷設年度、点検結果や補修状況などの他、路面下空洞調査の結果や道路陥没
履歴などの情報をデジタル化した上で統合化する仕組み（データベース、管理体制・組織等を含め）を検討すべき
である。さらに、空洞の出来やすさや拡大しやすさをマップ化し、道路管理者と道路占用者が一体で道路陥没マネジ
メントを行う取組の導入を積極的に進めるべきである。

○ 道路地下空間情報の統合化の実現を図るためにも、自治体管理道路を含め地下占用物の安全性を確認した旨
や、点検結果などを報告するなど共有を図ることを制度化するとともに占用許可条件として規定する仕組みを検討す
べきである。
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地下占用事業者との情報共有の強化（管理状況の報告義務）

占用物件の維持管理について 関係箇所

「道路管理者による占用物件の維持管理の適正化

ガイドライン（令和元年５月30日）」（運用）

■ 運用規定

■ 道路管理者による占用物件の維持管理の適正化ガイドライン（抄）
第３ 占用許可事務における道路管理者の対応

１ 許可審査における確認事項
（２） 占用物件の安全性

占用物件の占用期間満了に伴う更新時には、必要に応じて直近の管理
状況について確認すること。

２ 許可条件
（２） 物件の種別に応じて附すべき許可条件

ア 第４の１に定める確認が必要な占用物件 ※
・ 「道路利用者や第三者への重大事故を未然に防止する観点から・・・

占用許可後、５年が経過する時期を基本として、・・・占用物件の現状に
ついて、道路管理者あて書面等により報告すること」

※ その損傷により特に道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのあ
る電柱、電線、地下管路及びこれら物件と一体となって機能する占用物
件並びに跨道橋

※ 直轄国道においては、占用者から道路管理者への報告義務を

許可条件として規定。

※ 自治体には技術的助言として送付。

【報告様式】

都道府県では、約 64 ％ （ 30自治体／47都道府県）

市区町村では、約 17 ％ （198自治体／1,198自治体※）

※1,741市区町村のうち回答のあった自治体

（令和７年２月28日時点）

において、ガイドラインを踏まえ、国と同様の取組を行っている。

直轄国道では占用者に対して占用物の管理状況を報告する義務を占用許可条件として規定。
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地下占用事業者との情報共有の強化（管理状況の報告義務）

国民とともに守る基礎インフラ上下水道のあり方～安全性確保を最優先する管路マネジメントの実現に向けて～

（令和７年５月28日下水道等に起因する大規模な道路陥没事故を踏まえた対策検討委員会）

国管理道路では、地下占用物の管理状況を報告する義務を占用許可条件として規定しているが、同様の取組を行っている

自治体は一部にとどまっている。また、管理状況の報告についても安全性を確認したことを証する書面のみの提出となって

いる。

道路地下空間情報の統合化の実現を図るためにも、自治体管理道路を含め地下占用物の安全性を確認した旨や、点検結

果などを報告するなど共有を図ることを制度化するとともに占用許可条件として規定する仕組みを検討すべきである。

⇒上記を踏まえ、占用物の維持管理に関する基準を定めた道路法施行規則を改正し、占用者に対して以下の報告を求めること

を規定。

占用物の点検の実施状況及び結果等を道

路管理者又は地下占用物連絡会議等への

報告

【報告頻度】

道路管理者又は地下占用物連絡会議

等が定める期間に１回

※占用物の規模等を考慮

地下占用物連絡会議※等が必要と認める場

合に点検結果等の報告
※道路法第28条の２第１項に規定する協議会

占用物の安全性についての報告

直轄の取組の横展開のための対応

占用物の安全性を確認した旨を道路管理

者へ報告

【報告時期】

ア）占用期間の更新時

イ）電柱、電線、地下管路等は占用期間

が５年を超える場合、ア）に加えて５年

が経過する時期

陥没リスクを踏まえた追加的な取組

12



占用物件の維持管理基準の改正（R7.7公布、R8.4施行）

（占用物件の管理）

第三十九条の八 道路占用者は、国土交通省令で定める基準に従い、道路の占用をしている工作物、物件又は施設（以下こ

れらを「占用物件」という。）の維持管理をしなければならない。

道路法（昭和二十七年法律第百八十号）（抄）

道路法施行規則（昭和二十七年建設省令第二十五号）（抄）

（占用物件の維持管理に関する基準）

第四条の五の五 法第三十九条の八の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。

一 道路占用者が、道路の構造若しくは交通に支障を及ぼし、又は及ぼすこととなるおそれがないように、適切な時期に、占

用物件の巡視、点検及び修繕その他の当該占用物件の適切な維持管理を行うこと。

二 道路占用者が、次のイ又はロに掲げる占用物件の区分に応じ、当該イ又はロに定めるときに、当該占用物件の安全性を

確認した旨を道路管理者へ報告すること。

イ 電柱及び電線並びに水管、下水道管その他これらに類するもの 占用の期間が満了した場合においてこれを更新しよ

うとするとき（許可を受けた道路の占用の期間が五年を超えるものにあつては、当該許可を受けた日から起算して五年を

経過したとき及び占用の期間が満了した場合においてこれを更新しようとするとき。）。

ロ イに掲げるもの以外のもの 占用の期間が満了した場合においてこれを更新しようとするとき。

三 前号イに掲げる占用物件にあつては、道路占用者が、当該占用物件の点検の実施に係る計画、その実施状況及び結果

その他の当該占用物件の維持管理の状況に関する事項のうち、道路管理者（協議会等（法第二十八条の二第一項に規

定する協議会その他これに準ずるものをいう。）が組織されている場合にあつては、当該協議会等。以下この号において

同じ。）が必要と認めるものについて、当該占用物件の規模若しくは種類その他の事項又は道路の構造若しくは交通の状

況その他の事情を勘案して道路管理者が定める期間に一回の頻度で、道路管理者へ報告すること。

改正し、追加

13



第三次提言概要（関連部分抜粋）

下水道等に起因する大規模な道路陥没事故を踏まえた対策検討委員会（第３次提言）
信頼されるインフラのためのマネジメントの戦略的転換

（抜粋）

Ⅰ：２つの『見える化』と２つの『メリハリ』による下水道管路マネジメントの転換
４．具体的方策の考え方
（１）下水道管路の点検・調査の２つの『メリハリ』と２つの『見える化』
（『メリハリ』の効いた点検・調査の徹底）
○ 点検・調査方法の高度化については、人やテレビカメラによる目視調査で把握しにくい状態を補足的に把握するため、
管路の耐荷力・圧縮強度の定量調査、空洞調査や路面変状把握など、特性の異なる調査を組み合わせるべきで
ある。

（点検・調査、診断結果等の管理者や担い手にとっての『見える化』と取扱い）
○ 診断結果を踏まえ、直ちに改築等が必要であるが、その実施が困難な場合は、管路周辺に地盤改良を施し陥没の
リスクを抑制すると共に、地表面の変状を継続的に定点モニタリングするなど、最大限可能な対応を図るべきである。

Ⅱ：新たなインフラマネジメントに向けた５つの道すじ
（４）統合的『マネジメント』の構築

○ 地下空間については、道路管理者と占用者が連帯して占用物の点検計画等の確認や効率的な路面下空洞調査
の実施等により適切な維持管理を図るべきである。

○ 地下空間の利用状況のみならず道路陥没や占用施設のメンテナンス状況などの情報を共有し、正確な位置を含む
占用物情報や路面下空洞調査の結果などの地下空間情報のデジタル化・統合化を早期に進めるべきである。

○ また、占用物件の損壊時に道路利用者や道路交通へ与える影響が大きい電柱についても同様の対応を進めるべき
である。 14



占用物の維持管理方法や位置等の把握

設計図面上の
埋設位置

実際に埋設
された位置

占用工事により発覚した支障物

占用工事完了後の竣工図面の提出占用許可審査における維持管理の内容の把握
占用者が道路管理者に対して、占用工事が完了した旨の報
告や届出を行う規定が無い。
国管理道路では、占用許可条件により工事完了時に工事完
了届の提出を求める運用を行っているものの、竣工図面（竣
工データ）の提出までは求めていない。

道路管理者は、占用許可申請時に占用物件の構造
や工事実施の方法等を審査するが、設置後の維持管
理内容を把握する規定がない。現状

・占用物件の構造
・工事の実施方法
・図面（横断・縦断図等）等
・維持管理に関する内容

・工事着手届
・完了届
・竣工図面（竣工データ）提出

【支障物による埋設位置を変更したイメージ】

占
用
工
事

占
用
申
請

占
用
の
開
始

占用工事完了後に、道路管理者に占用物件の正確な位置
等が分かる竣工図面を提出する仕組みの制度化を検討。
道路空間の正確な位置情報等を把握するため、既設物件に
ついても対象とすることや紙ではなく、データの提出を求めることに
ついても検討。
新たな道路占用関連システムの活用により、一元管理が可能

占用許可申請時に、設置後の点検計画等を確認する
仕組みの制度化を検討。

※損傷等が生じた場合に道路利用者や道路交通に多大な
影響が生じるおそれのあるものを対象として想定（電柱、
電線、水道管、下水道管、ガス管等)

今後

占用物件損傷に基づく陥没リスク等を減らすとともに、位置情報の把握により災害時等のライフライン早期復旧等に寄与

道路空間の安全性を確保するためには、占用者と連携した更なる情報把握が必要
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（参考）道路空間情報のデジタル化・一元化

路面下空洞
調査データ

道路陥没
実績データ

地質
データ

液状化
データ

舗装点検
データ

占用物
データ占用物

点検データ

道路占用申請システム

■全国統一型の占用関連システムの導入
※八潮市での陥没事故を踏まえ登録情報等の充実化を検討

■道路空間情報の統合イメージ

・地図上で各種情報を重畳表示
・データ連携による調査・分析

占用申請・許可、
工事着手・完了届手続き

道路工事調整システム

路上工事の計画情報に
基づく工事調整

物件管理システム

インフラ施設の位置、管径、
条数、敷設年等の一元管理

道路管理者
（国、自治体）

公益事業者

新たな道路占用関連システム

連携

連携

自治体を含めた道路占用許可申請のオンライン手続きの推進、占用物の施設情報（位置、管径、条数、
敷設年など）のデジタル化・一元化を図るため、現在、全国統一型の占用関連システムを構築中。
また、道路施設、占用物、路面下空洞、地質等の情報を地図上で重畳表示可能なプラットフォームの構築
に向けた検討を進めているところ。

道路空間情報
プラットフォーム
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道路と占用物相互の健全性を効率的に把握する取り組み

■道路巡視による路面変状把握（ICT・AI技術の活用）■空洞調査で埋設物の損傷が疑われる箇所を抽出

• これまで目視などで把握していた路面異常をICT・AI技術を活
用し効率的に把握

• 民間に技術公募の上、試験により評価を行いカタログ化
• 直轄国道の舗装点検での活用率は約８割（2024年度）

パトロール車等に搭載したカメラ映像を解析し路面の異常・変状を把握

地中に埋設された小口径の施設は目視での健全性把握が困難。
一方、路面下空洞調査の結果を用い、埋設物の損傷が疑われる箇所を抽出する事は一定程度可能。
また、数年に一度の施設点検や路面下空洞調査では、急速に成長した空洞による道路陥没は防げない恐れ
があるが、日常的な巡視の中で路面性状（平坦性等）を把握することでリスク箇所を抽出できる可能性。

地盤内に浸透した水が土砂
とともに、管路破損部から流
出し空洞が拡大。

路面下空洞
探査車

電磁波レーダ

路面下空洞調査や路面性状把握を道路管理者と占用者が連携して実施する取り組みを検討
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